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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
挿入部の基端に連結され、操作者が握持するためのグリップ部と、上記挿入部の基端と連
結されているのと反対側の上記グリップ部の一端側の近傍に設けられて上記挿入部の先端
付近に形成された湾曲部を遠隔操作するための湾曲操作部材と、上記挿入部の先端に出口
が開口形成された処置具挿通チャンネルの入口である処置具挿入口とが設けられた内視鏡
操作部において、
　上記グリップ部を保持することなく上記内視鏡操作部を保持することができるように上
記グリップ部の上記一端側付近から上記グリップ部に対し直角ないし鈍角をなす方向に向
かって延出して設けられた一人操作用グリップと、
　上記処置具挿入口から上記処置具挿通チャンネルに通された処置具の操作部を保持する
ための処置具保持部とを設け、
　上記処置具保持部に保持された処置具操作部の操作と上記湾曲操作部材の操作とを、上
記一人操作用グリップを握持する手の何れかの指で行うことができるようにしたことを特
徴とする内視鏡操作部。
【請求項２】
上記一人操作用グリップが着脱自在に設けられている請求項１記載の内視鏡操作部。
【請求項３】
上記一人操作用グリップの取り付けの向きが可変である請求項２記載の内視鏡操作部。
【請求項４】
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上記処置具保持部が上記一人操作用グリップに一体的に設けられて、上記処置具保持部と
共に着脱自在である請求項２又は３記載の内視鏡操作部。
【請求項５】
観察視野を照明するための照明光を発生させる光源ユニットが着脱自在に設けられていて
、上記一人操作用グリップが、上記光源ユニットの取り付け部に対して着脱自在である請
求項２、３又は４記載の内視鏡操作部。
【請求項６】
上記一人操作用グリップを握持する手の何れかの指で上記湾曲操作部材を操作するための
湾曲操作アダプタが上記湾曲操作部材に対して着脱自在に取り付けられる請求項１ないし
５のいずれかの項に記載の内視鏡操作部。
【請求項７】
上記処置具操作部の操作と上記湾曲操作部材の操作に加えて、上記処置具挿通チャンネル
を通じて吸引を行うための吸引操作を、上記一人操作用グリップを握持する手の何れかの
指で行うことができるようにするための吸引操作アダプタが、上記一人操作用グリップに
着脱自在に取り付けられる請求項１ないし６のいずれかの項に記載の内視鏡操作部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は内視鏡操作部に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡操作部は挿入部の基端に連結されており、一般には少なくとも、操作者が握持する
ためのグリップ部と、挿入部の先端付近に形成された湾曲部を遠隔操作するための湾曲操
作部材と、挿入部の先端に出口が開口形成された処置具挿通チャンネルの入口である処置
具挿入口とが配置されている。
【０００３】
そして、内視鏡検査の際には、操作者は左手の第３指～第５指でグリップ部を握持し、第
１指で湾曲操作部材を操作し、右手で内視鏡挿入部の挿脱操作と処置具挿通チャンネルに
対する処置具の進退操作を行う。吸引操作部材等が付加された内視鏡操作部では、左手の
第２指でその操作を行うことができる。
【０００４】
そのような操作方法においては、処置具の基端に取り付けられている処置具操作部の操作
は助手が行うことが前提になっており、操作者と助手との呼吸が合わないと処置を円滑に
行うことができないだけでなく、医師が一人で診察や往診などをする環境下では処置具を
用いた高度な内視鏡検査を行うことができない問題がある。
【０００５】
そこで従来は、処置具挿通チャンネルに対する処置具の長さの余裕を小さくすると共に、
処置具を内視鏡操作部の処置具挿入口部分に固定するアダプタを設けて、処置具操作部の
操作を内視鏡の操作者自身が行えるようにしていた（例えば、特許文献１）。
【０００６】
【特許文献１】
特公昭５９－３３３８８号
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
内視鏡の処置具挿通チャンネルに通した処置具を用いて体内の処置を行う際には、内視鏡
の挿入部の先端から突出させた処置具の処置部材を患部等に適切に押し付けた状態で、処
置具操作部を操作して組織採取、切除その他の処置を行う。したがって、処置具の進退操
作と処置具操作部の操作の微妙なバランスが非常に重要である。
【０００８】
しかし、特許文献１に記載された発明においては、操作者が処置具の進退操作と処置具操
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作部の操作を両方とも右手で行わなければならないので、処置具操作部を操作する際には
進退方向の動作が行われないように動きをアダプタで固定してしまっている。
【０００９】
したがって、処置具の進退操作と処置具操作部の操作を微妙にバランスさせながら行うこ
とができないため、現実には操作者が思った通りに処置操作を行うことができず、実用性
が乏しかった。
【００１０】
そこで本発明は、操作者が、右手で処置具の進退操作を行いながら、湾曲操作等を行う左
手で同時に処置具操作部の操作を行って、助手なしでも処置具を用いた内視鏡検査を容易
に行うことができる内視鏡操作部を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡操作部は、挿入部の基端に連結され、操作者
が握持するためのグリップ部と、挿入部の先端付近に形成された湾曲部を遠隔操作するた
めの湾曲操作部材と、挿入部の先端に出口が開口形成された処置具挿通チャンネルの入口
である処置具挿入口とが設けられた内視鏡操作部において、内視鏡操作部を保持するため
にグリップ部とは別に設けられた一人操作用グリップと、処置具挿入口から処置具挿通チ
ャンネルに通された処置具の操作部を保持するための処置具保持部とを設け、処置具保持
部に保持された処置具操作部の操作と湾曲操作部材の操作とを、一人操作用グリップを握
持する手の何れかの指で行うことができるようにしたものである。
【００１２】
なお、一人操作用グリップが着脱自在に設けられていてもよく、その場合に、一人操作用
グリップの取り付けの向きが可変であってもよく、処置具保持部が一人操作用グリップに
一体的に設けられて、処置具保持部と共に着脱自在であってもよい。
【００１３】
また、観察視野を照明するための照明光を発生させる光源ユニットが着脱自在に設けられ
ていて、一人操作用グリップが、光源ユニットの取り付け部に対して着脱自在であっても
よい。
【００１４】
そして、一人操作用グリップを握持する手の何れかの指で湾曲操作部材を操作するための
湾曲操作アダプタが湾曲操作部材に対して着脱自在に取り付けられるようにしてもよい。
【００１５】
さらに、処置具操作部の操作と湾曲操作部材の操作に加えて、処置具挿通チャンネルを通
じて吸引を行うための吸引操作を、一人操作用グリップを握持する手の何れかの指で行う
ことができるようにするための吸引操作アダプタが、一人操作用グリップに着脱自在に取
り付けられるようにしてもよい。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施例を説明する。
図２と図３は、後述する保持アダプタ２０が取り付けられていない状態の内視鏡の全体構
成を示しており、図２は側面図、図３は背面図である。
【００１７】
内視鏡挿入部１の基端には内視鏡操作部１０が連結されており、内視鏡操作部１０に配置
された湾曲操作部材１３を回動操作することにより、内視鏡挿入部１の先端付近に設けら
れた湾曲部２を任意の角度だけ屈曲させることができる。
【００１８】
内視鏡挿入部１内には、全長にわたって処置具挿通チャンネル３が挿通配置されていて、
その入口である処置具挿入口３ａは、内視鏡挿入部１との連結部の近傍である内視鏡操作
部１０の下端部に斜め上方に向けて配置されている。
【００１９】
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また、処置具挿通チャンネル３の出口である処置具突出口３ｂは、図示されていない観察
窓等と並んで内視鏡挿入部１の最先端面に配置されている。図３に示される４は、観察範
囲を照明する照明光を伝達するためのライトガイドである。
【００２０】
内視鏡操作部１０には、操作者が第３指～第５指で握持するための縦長のグリップ部１１
が設けられ、上端部には接眼部１２が立設されている。前述の湾曲操作部材１３はグリッ
プ部１１と接眼部１２との間の位置の後面側に配置されている。１４は、内視鏡内部の圧
力を調整するための逆止弁機能を有する調圧弁である。
【００２１】
３０は、観察視野を照明するための照明光を発生させてライトガイド４の入射端部４ａに
入射させる電池内蔵型の光源ユニットであり、湾曲操作部材１３とグリップ部１１との間
の位置から側方に突設されている光源受け口金１５に対して着脱自在に設けられている。
【００２２】
図４は、そのような光源ユニット３０を光源受け口金１５から取り外して、光源ユニット
３０と光源受け口金１５との間に保持アダプタ２０を介挿接続する際の状態を示す平面図
であり、このように、本実施例の保持アダプタ２０は、市販の内視鏡に対して後から任意
に取り付け及び取り外しをすることができる。３１は、光源ユニット３０の光源ランプで
ある。
【００２３】
保持アダプタ２０の基部に配置された連結座２７には、軸線位置に導光部材２４が内蔵さ
れると共に、光源受け口金１５に対して螺脱自在な回転雌ネジ環２８と、光源ユニット３
０を螺脱自在な固定雄ネジ環２９とが配置されている。
【００２４】
したがって、回転雌ネジ環２８と固定雄ネジ環２９とを各々相手方と螺合させることによ
り、図５に示されるように、連結座２７を光源受け口金１５と光源ユニット３０との間に
挟まれた状態に固定することができ、光源ランプ３１から放射された照明光が導光部材２
４を通ってライトガイド４の入射端部４ａに入射する。
【００２５】
図６と図７は、そのようにして保持アダプタ２０が内視鏡操作部１０に取り付けられた状
態の平面図と側面図であり、連結座２７からクランク状に折れ曲がって内視鏡操作部１０
の後方位置の斜め上方に延出するステー２３の先端寄りの部分が、略長円形環状の一人操
作用グリップ２１になっている。
【００２６】
また、一人操作用グリップ２１の内視鏡操作部１０寄りの端部には、処置具挿通チャンネ
ル３に挿通されて処置具挿入口３ａから延出している処置具の基端に連結されている処置
具操作部（図６及び図７には図示されていない）を着脱自在に保持するための処置具保持
部２２が取り付けられている。
【００２７】
このような一人操作用グリップ２１は、光源受け口金１５に対する連結座２７の取り付け
の向きを変えることにより内視鏡操作部１０への取り付けの向きを任意に変えることがで
きるが、操作性の上から、グリップ部１１に対して９０°～１５０°をなす範囲に取り付
けるのがよい。
【００２８】
図８は、処置具保持部２２に取り付けられる処置具操作部４１の一例を示しており、二つ
の指掛け４２，４３間の間隔を変化させるように操作することにより、処置具４０の先端
に配置されている先端処置部材を動作させるための操作ワイヤを進退させることができる
ようになっている。
【００２９】
この実施例の処置具保持部２２は、糸巻輪状に形成されている一方の指掛け４２を保持す
ることができるようになっており、図９に分解して示されるように、Ｕ字状の受け部材２
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２ａにバネ性のあるＣリング２２ｂが装着された構造になっている。
【００３０】
図１０は、そのように構成された処置具保持部２２のＣリング２２ｂに、処置具操作部４
１の指掛け４２が嵌め込まれて保持された状態の断面図であり、指掛け４２はＣリング２
２ｂを弾性変形させながら処置具保持部２２に係脱させることができる。
【００３１】
図１は、本実施例の内視鏡操作部１０を操作する状態を示しており、処置具操作部４１の
二つの指掛け４２，４３のうち糸巻輪状の指掛け４２を処置具保持部２２に保持すること
により、他方の指掛け４３が湾曲操作部材１３の横に並ぶ位置にセットされる。
【００３２】
そして操作者は、グリップ部１１を握持するのではなく、グリップ部１１が水平又は斜め
向きになるように一人操作用グリップ２１を左手で握持する。この実施例においては、第
１指、第４指及び第５指によって握持している。
【００３３】
すると、操作者の左手の第２指が湾曲操作部材１３に係合し、第３指が指掛け４３に係合
する状態になり、第２指で湾曲操作部材１３を矢印Ａ方向に操作して湾曲部２を任意の角
度屈曲させることができ、第３指で指掛け４３を矢印Ｂ方向に操作して処置具４０の先端
処置部材を動作させることができる。
【００３４】
その結果、操作者は、空いている方の右手で内視鏡挿入部１の進退操作と、処置具４０を
処置具挿入口３ａに押し込んだり引き戻したりする進退操作を行い、それと同時に、内視
鏡操作部１０を保持している方の左手で湾曲操作と処置具操作部４１の操作を行うことが
できる。
【００３５】
図１１及び図１２は本発明の第２の実施例を示しており、湾曲操作部材１３に対して湾曲
操作用アダプタ１３Ｘを着脱自在に設けたものである。この実施例においては、一人操作
用グリップ２１を第１指と第５指で握持して、第２指で処置具操作部４１の操作を行い、
第３指と第４指で湾曲操作用アダプタ１３Ｘの操作を行うことができる。
【００３６】
図１３及び図１４は本発明の第３の実施例を示しており、内視鏡操作部１０に対する保持
アダプタ２０の取り付けの向きが可変なので、一人操作用グリップ２１が湾曲操作部材１
３に対して反対側になる状態に取り付け、湾曲操作部材１３に湾曲操作用アダプタ１３Ｙ
を取り付けたものである。
【００３７】
この実施例においては、一人操作用グリップ２１を第３指～第５指で握持して、第１指で
湾曲操作用アダプタ１３Ｙの操作を行い、第２指で処置具操作部４１の操作を行うことが
できる。
【００３８】
図１５ないし図１７は本発明の第４の実施例を示しており、内視鏡操作部１０に吸引操作
弁１９が配置されている場合に、吸引操作弁１９を操作するための吸引操作アダプタ２５
を一人操作用グリップ２１に取り付けたものである。それ以外の構成は、図１３及び図１
４に示される第３の実施例と同じである。
【００３９】
吸引操作アダプタ２５は、図１７に単体で示されるように、指掛け部２５ａと弁押し部２
５ｂが一体となって支軸２５ｃを中心に回動できるようになっていて、取り付け座２５ｄ
において保持アダプタ２０に取り付けられ、第４指と第５指で一人操作用グリップ２１を
握持し、第１指で湾曲操作用アダプタ１３Ｙの操作を行い、第２指で処置具操作部４１の
指掛け４３の操作を行い、第３指で吸引操作アダプタ２５の操作を行うことができる。
【００４０】
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば一人操作用グリップ２１の
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握持は少なくと第５指で行えればよく、保持アダプタ２０が内視鏡操作部１０に対して着
脱自在でなくても差し支えない。
【００４１】
また、本発明を、光源ユニット３０が内視鏡操作部１０に取り付けられたタイプ以外の内
視鏡に適用してもよい。
【００４２】
【発明の効果】
本発明によれば、操作者が、処置具保持部に保持された処置具操作部の操作と湾曲操作部
材の操作とを、一人操作用グリップを握持する手の何れかの指で行うことができるので、
右手で処置具の進退操作を行いながら、湾曲操作等を行う左手で同時に処置具操作部の操
作を一人で行うことができ、医師が一人で診察や往診などをするような環境下でも処置具
を用いた高度な内視鏡検査を助手なしで容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡操作部の使用状態の側面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡に保持アダプタが取り付けられていない状態の全
体構成を示す側面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡に保持アダプタが取り付けられていない状態の全
体構成を示す背面図である。
【図４】本発明の第１の実施例の内視鏡操作部に保持アダプタが取り付けられる際の状態
を一部を断面で示す平面図である。
【図５】本発明の第１の実施例の内視鏡操作部に保持アダプタが取り付けられた状態を一
部を断面で示す平面図である。
【図６】本発明の第１の実施例の内視鏡操作部に保持アダプタが取り付けられた状態の平
面図である。
【図７】本発明の第１の実施例の内視鏡操作部に保持アダプタが取り付けられた状態の側
面図である。
【図８】本発明の第１の実施例の処置具と処置具保持部の斜視図である。
【図９】本発明の第１の実施例の処置具保持部の分解斜視図である。
【図１０】本発明の第１の実施例の処置具保持部に処置具の指掛けが保持された状態の断
面図である。
【図１１】本発明の第２の実施例の内視鏡操作部の使用状態の側面図である。
【図１２】本発明の第２の実施例の湾曲操作部材に湾曲操作用アダプタが取り付けられる
状態の平面図である。
【図１３】本発明の第３の実施例の内視鏡操作部の使用状態の側面図である。
【図１４】本発明の第３の実施例の内視鏡操作部の平面図である。
【図１５】本発明の第４の実施例の内視鏡操作部の使用状態の側面図である。
【図１６】本発明の第４の実施例の内視鏡操作部の一部を切除して示す平面図である。
【図１７】本発明の第４の実施例の吸引操作アダプタの単体の斜視図である。
【符号の説明】
１　内視鏡挿入部
２　湾曲部
３　処置具挿通チャンネル
３ａ　処置具挿入口
４　ライトガイド
１０　内視鏡操作部
１１　グリップ部
１３　湾曲操作部材
１３Ｘ，１３Ｙ　湾曲操作用アダプタ
２０　保持アダプタ
２１　一人操作用グリップ
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２２　処置具保持部
２５　吸引操作アダプタ
３０　光源ユニット
４０　処置具
４１　処置具操作部
４２，４３　指掛け

【図１】 【図２】
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